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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年２月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２６年５月１９日 ０３時５０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市三ツ島
み つ し ま

北東方沖 

対馬市所在の三島
みつしま

灯台から真方位０４１°２１.２海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°５９.４′ 東経１２９°４３.６′） 

事故調査の経過  平成２６年５月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三悠久
ゆうきゅう

丸、１３５トン 

１２８５３４、開成水産株式会社 

３７.００ｍ（Lr）×７.９０ｍ×３.２７ｍ、鋼 

ディーゼル機関、８６０kＷ、昭和６２年１２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６４歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和４９年８月３０日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２５年４月２２日 

免状有効期間満了日 平成３０年４月２１日 

機関員 男性 ６３歳 

 死傷者等 重傷 １人（機関員） 

 損傷 なし 

事故の経過 本船は、１そうまき網漁業に従事する網船で、船長及び機関員ほか

１５人が乗り組み、平成２６年５月１８日の日没後に対馬市三ツ島北

東方沖の漁場において、第１回目の魚群探索及び操業を終え、１９日

に入って第２回目の魚群探索及び操業に取り掛かった。 

船長は、０３時３０分ごろ、三島灯台から真方位０４１°２１.２

Ｍ付近で、灯船２隻が集めた魚群の近くで漂泊し、まき網の引き出し

を開始するため、ブザーを鳴らして漁の開始を知らせた。 

機関員は、担当のセクリローラ（まき網の環ワイヤを巻き込むため

のローラ）のところに来ると、先端にセクリローラを装備した逆Ｌ字

型のアーム（以下「セクリローラ用アーム」という。）が機関室の囲

壁から船首尾線の前方から４５°の角度で開いているのを見て、網の

引き出し作業の支障とならないように、セクリローラ用アームを同囲
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壁まで引き込むこととした。 

機関員は、０３時５０分ごろ機関室の囲壁とセクリローラ用アーム

の間に立ち、囲壁の上部にある油圧元スイッチを作動させたところ、

セクリローラ用アームが閉じ始め、機関員の胸部が囲壁とセクリロー

ラの間に挟まれて強く圧迫された。 

 船長は、機関員に意識があったものの、非常に痛がるので、海上保

安庁に通報して救助を要請した。 

機関員は、海上保安庁のヘリコプターで九州大学病院に搬送され、

外傷性気胸及び肋骨骨折等と診断された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ２ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 船長は、作業全体を指揮していたが、作業の手順については個々の

乗組員に任せていた。 

 セクリローラの油圧元スイッチは、セクリローラ部にあるアーム開

閉スイッチ及びローラ回転スイッチに繋
つな

がっていた。 

 機関員は、日頃はセクリローラ用アームの開閉スイッチを「中立」

の位置にしてから油圧元スイッチを切っていたので、同開閉スイッチ

の状態を確認しなかった。 

船長は、本事故後、セクリローラ用アームの開閉スイッチが「閉」

の位置にあることを確認した。 

機関員は、アーム開閉スイッチにガタ付く不具合があったことを認

識していた。 

機関員は、ヘルメットをかぶり、上下の雨合羽を着用し、長靴を履

き、両手に軍手を着けていた。 

 機関員は、約１０年以上の操業経験があり、本事故当日、体調は良

好であった。 

船長は、本事故後、乗組員を集め、事故には気を付けるように注意

喚起を行い、乗組員同士で作業の注意を行うように指示した。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象等の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、三ツ島北東方沖でまき網の投網作業前の漂泊中、投網に支

障とならないよう、開いていたセクリローラ用アームを引き込む際、

機関員が機関室の囲壁と開いていたセクリローラ用アームの間に立

ち、日頃はセクリローラ用アーム開閉スイッチが「中立」の位置にあ

ったので、このことを確認しないで、油圧元スイッチを入れたことか

ら、セクリローラ用アームが閉まり、機関員がセクリローラと機関室

の囲壁とに挟まれて負傷したものと考えられる。 

 機関員は、日頃はセクリローラ用アームの開閉スイッチを「中立」
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の位置にしてから油圧元スイッチを切っていたので、同開閉スイッチ

の状態を確認せずに油圧元スイッチを入れたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、三ツ島北東方沖でまき網の投網作業前の

漂泊中、機関員が、機関室の囲壁とセクリローラ用アームの間に立

ち、日頃はセクリローラ用アーム開閉スイッチが「中立」の位置にあ

ったので、このことを確認しないで、油圧元スイッチを入れたため、

セクリローラ用アームが閉まり、機関員がセクリローラと機関室の囲

壁とに挟まれたことにより、発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・アームの開閉部など挟まれるおそれがある場所に立ち入らないこ

と。 

・不具合を生じたスイッチ等はすぐに修理しておくこと。 

 


